
経営発達支援計画の概要 

実施者名 
（法人番号） 

甲州市商工会（法人番号 4090005004026） 

甲州市   （地方公共団体コード 192139） 

実施期間 令和 6年 4月 1日～令和 11年 3月 31日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の経営力向上や競争力向上、持続的な成長を促進するための事

業計画策定支援を行う 

【目標②】小規模事業者の起業家精神を奨励し、新しいビジネスの創出、新たな需要開

拓、地域の特性を活かした販路拡大を支援することで、新たな雇用機会の創

出し、地域の経済成長を図る 

【目標③】小規模事業者の DX（デジタルトランスフォーメーション）に向けた取組を支

援することにより、地域の新たな活力の創出を行う 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題

を設定した上で、地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体

での持続的発展の取組を図る 

事業内容 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

３.地域の経済動向調査に関すること 

小規模事業者が地域の経済動向を正しく把握・認識することを目的に「地域の経済動

向調査」を実施し、結果を公表する。 

４.需要動向調査に関すること 

小規模事業者が地域資源（特産品等）を活用した商品開発やその販路拡大を実施する

ことを目指し、「商談会等を活用したバイヤー向け商品調査」を実施する。また、調

査結果を活用して商品のブラッシュアップを支援する。 

５.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者自らが自社の経営課題を把握することを目指し、経営分析（財務分析・

非財務分析の双方）を支援する。 

６.事業計画策定支援に関すること 

「地域の経済動向調査」や「経営状況の分析」及び「需要動向調査」の結果を踏まえ

たうえで、小規模事業者の事業計画の策定を支援する。 

７.事業計画策定後の実施支援に関すること 

前項で策定したすべての事業計画を四半期毎にフォローアップすることで、事業者の

売上や利益の増加を実現する。 

８.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

小規模事業者の新たな需要開拓を目的に、「展示会・商談会の出展支援」や「IT を活

用した販路開拓の個社別の支援」、「甲州まちゼミでの新たな顧客開拓支援」を実施す

る。 

連絡先 

甲州市商工会 

〒404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽 1154 

TEL: 0553-33-2236  FAX: 0553-33-2795  E-mail: koshu@shokokai-yamanashi.or.jp 

甲州市 観光商工課 

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽 1085-1 

TEL: 0553-32-2111  FAX: 0553-32-1818  E-mail: kanko@city.koshu.lg.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

1.目標 

(1)地域の現状及び課題 

①現状 

ア 甲州市の概況 

甲州市（以下、当市）は甲府盆地の東部に位置する。西部から南部にかけては山梨市及び笛吹市、東部

は大月市、北都留郡丹波山村及び小菅村、北部は埼玉県秩父市に接しており、都心から約 100km圏内に位

置している。総面積は、264.11㎢で、山梨県の総面積の約 5.9％にあたる。 

北東側には秩父多摩甲斐国立公園の大菩薩連嶺をはじめとする秩父山系の山並みが連なり、大菩薩峠か

ら連なる柳沢峠を分水嶺として、北は広大な山岳地帯が広がり、柳沢川、一之瀬川が奥多摩へ流れ多摩川

水系の源流地帯となっている。南は山岳部と平坦部との間に重川、日川及びその支流によって形成された

複合扇状地が広がっている。市街地の南西部の標高 330m から大菩薩嶺（2,057m）がある東部や北部の山

岳地帯まで標高差のある地形になっている。 

交通では、東京都心（新宿方面）より、車で中央自動車道勝沼イ ターまで約 1.5時間、特急電車で JR

中央本線塩山駅まで約 1.5時間。長野県松本方面より車で中央自動車道勝沼インターまで約 1.5時間特急

電車で JR中央本線塩山駅まで約 1.5時間である。 

甲州市商工会（以下、当会）は、当市唯一の商工団体である。 

 

 
出典：甲州市ホームぺージ       
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(c)業種別の現状と課題（経営課題） 

ⅰ_商業 

市内では大型スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストア等の県外大手チェーン店の進出が進ん

でいる。そのため、市内の消費者を対象に商品・サービスの提供を行っている既存事業者は、顧客流出に

よる売上減少が進み、廃業するケースもみられる。これに加えて、コロナ禍以降から Web通販が今まで以

上に一般的になり事業者の経営に影響を与えている。 

市内小規模事業者においては、大手チェーン店との差別化や、Web 通販等との競合に対する付加価値を

提供や新たな需要の獲得及び IT導入等の利活用などによる稼ぐ力の向上が大きな課題となっている。 

 

ⅱ_工業 

甲州市内には果樹加工品やワイン醸造所等の様々な業種の工場があり、塩山地域を中心に土木建設業や

建築関連事業所が多く、小規模事業者の約 2割を占めている。なかでも公共工事の依存度が高いことや、

原油高騰等影響によって原材料や固定費が増加していること、人手不足の問題が課題となっており、特に

小規模事業者においては事業継続に関わる大きな課題となっている。また、製造工程における機械化・自

動化をはじめ、デジタル技術を活用した生産性や品質の向上など、設備・IT投資を進めていく事も課題と

なっている。 

 

ⅲ_観光業 

塩山温泉周辺の入込客数は年々減少しており、特にコロナ禍によって、当市の主要産業の一つでもある

観光（観光農園やワイナリー）は未だ回復まで至っていない。新型コロナウイルスが第 5類に分類されて

以降、国内観光客の動きが戻りつつあり、インバウンドも近い将来回復が見込まれるものの、当面は厳し

い状況が続くことが予測される。こうした状況下では、地域が一体となって下支えをし、コロナ後に向け

た素地を固め、首都圏から近い地理的な強みを活かした年間を通じての観光振興が重要となる。 

 

キ 第 2次甲州市総合計画 

「第 2次甲州市総合計画（平成 30年度～令和 9年度）」の商工・観光部分は下表のとおりである。 

基本計画（後期 5か年）を小規模事業者支援の視点でみると、①果樹産業、ワイン産業など当市の地域

資源とブランドを活かした商工業の活性化、②地域経済の活性化に向けたデジタルの力を活用した施策の

調査・研究などを目指している。 

■基本構想（平成 30年度～令和 9年度） 

まちづくりの 

基本視点 

視点 1：甲州市ブランドの創造と発信による、誇りうるまちづくり 

視点 2：だれもが住んでみたい、住んでよかったと思えるまちづくり 

視点 3：市民との協働による、自立したまちづくり 

まちづくりの 

将来像 

豊かな自然 歴史と文化に彩られた 果樹園交流のまち 甲州市 

まちづくりの 

基本目標 

（商工・観光部分） 

基本目標 1 創意に満ちた活力ある産業のまちづくり 

観光・交流を軸として、本市の豊かな自然や特色ある地域資源を最大限に活かし

た地域の活性化を図り、活気ある地域と産業づくりを目指す「創意に満ちた活力

ある産業のまちづくり」を進めます。 

■基本計画（後期 5か年）（令和 5年度～令和 9年度） 

基本目標 1 創意に満ちた活力ある産業のまちづくり 

基本施策 2 ワイン産業 

 1 ワイン品質の向上とブランド化の推進 

 2 ワイン普及の推進 

基本施策 3 観光・交流 

 1 観光資源のブランド力向上と整備 

 2 受入体制の整備の推進 

 3 情報発信と人的ネットワークの構築の推進 

基本施策 4 商工業 
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 1 商業環境の推進 

 2 商工業の経営基盤の強化 

 3 企業立地の推進 

基本施策 5 雇用・労働環境 

 1 雇用の促進 

 2 労働環境の整備の推進 

 

ク 甲州市商工業振興計画 

 甲州市では、「第 2次甲州市総合計画」のなかで商工業をはじめとする産業振興の方向性として、観光・

交流を軸とした農林・商工業の連携、地域資源を最大限活用した地域産業の振興及び「甲州市ブランド」

の確立を目指している。このような状況から、商業及び工業を一体的に捉え、中・長期的な視点で商工業

の振興策を図ることを目的として「甲州市商工業振興計画（平成 30年度～令和 4年度）」を策定した。 

計画の基本施策は下表のとおりである。 

なお、本計画の計画期間は令和 5年度までであり現在次期計画を策定中であるが、次期計画では大きな

方向性は変わらない方針である。 

■甲州市商工業振興計画（平成 30年度～令和 5年度）の基本施策 

※市では、コロナウイルス感染症蔓延の地域経済への影響を鑑み、目標の取組の方向性について継続し

て取り組む必要があると考え、現計画を令和 5年度まで延長した。 

基本施策 

「第 2次甲州市総合計画」に掲げる目指すまちのすがた「甲州市ブランドを創造し、誇りうるまちづ

くり」を実現するため、本市の商工業振興に重要な以下の 7つの基本施策を掲げます。 

(1)地域のブランド化によるにぎわいの創出 

(2)新たな産業の創出、創業支援の充実 

(3)経営基盤強化支援の充実 

(4)事業承継支援の充実 

(5)雇用の確保、人材育成の充実 

(6)産業集積の推進 

(7)就労支援と勤労者福祉の充実 

 

②課題 

これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

まず、人口をみると、当市の人口は平成 7年（1995年）以降、人口は減少傾向にあり、この傾向は今後

10年においても続くものと予測されている。小規模事業者とっては、人口減少による消費の減衰への対応

が課題となる。さらに、年齢 3区分別人口をみると、高齢化率が上がり消費構造が変化していくことから、

この変化への対応が課題となる。また、生産年齢人口の減少が見込まれ、働き手が不足することが予測さ

れることから、ITの利活用等による生産性の向上が課題である。 

特産品では、当市には、豊かな自然で育まれた果樹やワインがある。小規模事業者においても、これら

地域資源を活用した商品等の開発・販売が期待されている。加えて、地域内でのビジネス協力やプロモー

ション活動により、今以上に地域ブランドを確立させることも地域としての課題となっている。 

観光面では当市は、「塩山駅」を中心とする鉄道網や高速道路（中央道）、国道などの道路網が整備され

ている。周辺には歴史的な寺院や神社が点在しており、文化・歴史愛好家にとって興味深いスポットがあ

る。また、ハイキングや自転車ツーリ グなど、アウトドアアクティビティを楽しむことができる場所が

たくさんあり、奥多摩の自然環境を満喫できる。美しいぶどう園とワイナリーが点在するエリアとして知

られている「勝沼ぶどう郷駅」は、収穫期にはぶどう狩りが楽しめ、新鮮なぶどうを味わうことができる。

また、ワイナリーでのワインの試飲など、季節ごとにさまざまなイベ トが開催され、ぶどう祭りやワイ

ンフェスティバルなど、地域の文化と食べ物を楽しむ機会が提供されている。これらの観光資源を求めて、

年間 200万人前後（新型コロナウイルス感染症の拡大前）の観光客が当市を訪れているため、小規模事業

者もこのビジネスチャンスの獲得が課題となる。 

甲州市が実施したアンケート調査より景況感を確認すると、今後の業界動向では「良くなる」と「やや
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良くなる」の合計は、平成 29年が 8.0％、令和 5年が 17.8％といずれも低くなっている。これは、「成長

市場に自社を置いている」事業者が少ないことを意味する。また同アンケートによれば、売上や利益が減

少している事業者の割合が高くなっている。つまり、多くの事業者が経営環境の変化に対する対応力が低

いことが推測できる。この状況を打開するため、事業者が自ら経営課題を認識し、課題解決を図る取組を

行うことや、個社がそれぞれの「強み」に気づき、その「強み」を活かし、高い付加価値を生み出すこと

などが課題となる。 

業種別の事業所数の推移をみると、小規模事業所数は、平成 24年が 1,252者、令和 3年が 1,066者で

あり、9年間で 14.9％減少している。地域の活力維持のためには事業所数の維持も重要である。そのため、

既存事業者の事業継続や、事業承継が活発化すること、創業が促進されることなども課題となる。 

当会が考える業種別の経営課題をみると、大手チェーン店との差別化や、ネット通販等との競合に対す

る自社のポジショニング（どの点においてネット通販よりも価値を提供できるのか）の確立及び当該ポジ

ションによる新たな需要の獲得、IT等の利活用などによる稼ぐ力の向上が課題となっている。 

 

(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

甲州市の地域経済を支えている小規模事業者が継続的に発展していくことは、地域振興において大変重

要である。そこで、今後の社会や経済情勢の変化に対応すべく、地域の現状と課題、及び当会に期待する

施策、役割を踏まえたなかで、消費者動向などの社会的なニーズを的確に把握したうえで、小規模事業者

が継続的に発展するための小規模事業者の長期的な振興のあり方（今後 10 年間のその目指すべき姿）を

以下のように定める。また、当会においてもこれを実現させるため支援を実施する。 

■小規模事業者の長期的な振興のあり方 

(1)個社がそれぞれの「強み」に気づき、その「強み」を活かし、高い付加価値を生み出せる事業者を

増加させて、事業者が自ら経営課題を認識し、課題解決するための事業計画策定と計画達成を促進

し、経営環境の変化に対する対応力を高めていく。 

(2)地域経済の発展に向けて小規模事業者のネットワークを強化し、相互協力を促進する。また、地域

内でのビジネス協力やプロモーション活動を支援し、地域ブラ ドの構築を推進するなど、地域の

特産品や観光資源を活用したプロジェクトの支援を通じて、地域経済の多様性を促進する。 

 

②第 2次甲州市総合計画との連動性・整合性 

 甲州市「第 2次甲州市総合計画」では、基本目標である「創意に満ちた活力ある産業のまちづくり」の

実現を目指して、その基本計画（後期 5か年）において「商業活動の推進」や「商工業の経営基盤の強化」

を施策展開している。なお、「商業活動の推進」では、果樹産業、ワイン産業など当市の地域資源とブラ

ンドを活かした商工業の活性化なども目指している。 

 前項で示した小規模事業者の長期的なあり方では、(1)と(2)の 2つの目標を掲げているが、前者は総合

計画の「商工業の経営基盤の強化」、後者は総合計画の「商業活動の推進」にそれぞれ寄与する目標であ

り、連動性・整合性がある。 

 

③商工会としての役割 

当会は、小規模事業者の発展に向け、金融・記帳・労務等の基礎的経営支援はもとより、経営革新、創

業支援、IT情報化対策など専門的課題解決に向けた個別支援や賑わい創出に向けたイベントの実施、6次

産業化の研究等々を進めてきた。 

また、「甲州ワイン海外プロモーション支援事業 と て、代表的な地場産品である甲州ぶどうを原料

とした甲州種ワインの販路開拓に産・官連携のもと取り組んできた。 

第 1期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第 2期経

営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第 1期経営発達支援計画） 

(1)経営に対する意識改革 

・経営計画策定の重要性啓蒙と計画策定に伴う将来目標明確化の意識付け 

・経営計画策定し、新事業展開に繋げる支援 
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(2)後継者不足による廃業の抑制 

・経営者に対するスムーズな事業承継支援と、後継者の育成支援 

(3)地域観光振興による活性化 

・地域特産品の開発支援と観光振興による来街者の増加を図り、地域振興発展に取り組む。 

 

(3)経営発達支援事業の目標 

(1)地域の現状及び課題、(2)小規模事業者に対する長期的な振興のあり方を踏まえた上で、今後 5年間

の事業実施期間で取り組む下記の 4つの目標を設定する。 

〈目標〉 

【目標①】小規模事業者の経営力向上や競争力向上、持続的な成長を促進するための事業計画策定支援を

行う 

【目標②】小規模事業者の起業家精神を奨励し、新しいビジネスの創出、新たな需要開拓、地域の特性を

活かした販路拡大を支援することで、新たな雇用機会の創出し、地域の経済成長を図る 

【目標③】小規模事業者の DX（デジタルトランスフォーメーション）に向けた取組を支援することにより、

地域の新たな活力の創出を行う 

【目標④】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で、

地域経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る 

〈地域への裨益目標〉 

上記【目標①】～【目標④】により、創意に満ちた活力ある産業のまちづくりを目指す。また、地域の

特性を活かした魅力的な事業展開を行う事業者が増加することで、結果として甲州市ブランドが育成さ

れ、観光・交流を軸とした魅力的なまちが創出されることを目指す。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

2.経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

 
【目標①達成のための方針】 

小規模事業者の経営力向上や競争力向上、持続的な成長を促進するための事業計画策定を支援するた

め、「事業計画策定セミナー」の開催や事業計画策定の個社支援（専門家派遣を含む）を実施する。また、

事業計画を策定した事業者に対しては、計画に定めた数値目標等を管理指標として、取組の進捗を確認す

るとともに、成果に応じて計画の遂行・変更を含めた支援を実施していくようなフォローアップを実施す

る。 

 

【目標②達成のための方針】 

 小規模事業者の起業家精神を奨励し、新しいビジネスの創出、新たな需要開拓、地域の特性を活かした

販路拡大を支援するため、まずは経営分析により各事業者の現状（経営状況）を明らかにする。経営分析

では、財務データ等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質

的な課題を事業者自らが認識することに重点を置く。また、経営分析で把握した経営課題に対し、前項【目

標①達成のための方針】で記載した事業計画策定支援により課題解決を図る。 

また、新たな需要開拓、地域の特性を活かした販路拡大を実現するため、「展示会・商談会の出展支援」

や「甲州まちゼミでの新たな顧客開拓支援」などにより販路開拓支援を実施する。 

 

【目標③達成のための方針】 

小規模事業者の小規模事業者の DXに向けた取組支援に向けて、【目標①達成のための方針】や【目標②

達成のための方針】で記載した各種支援において IT 利活用支援を実施する。具体的には、①経営分析支

援の際に、事業者のデジタル化・IT活用の状況を分析する、②事業計画策定支援の際に、事業計画の策定

を希望する事業者に対し、「ITセミナー」や IT専門家派遣を実施する、③販路開拓支援の際に、「ITを活 

用した販路開拓の個社別の支援」を実施する。 

また、効果的な支援に向けて、当会内においても IT・デジタル化支援能力の資質向上を図る。 

 

【目標④達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で、経営力再構築伴走支援モデルによる支援を

実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員との対話を通

じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在力を引き出す。 

 また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 

 

 

 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容  
 

3.地域の経済動向調査に関すること 

(1)現状と課題 

【現状】 

現状、国や全国連が実施する中小企業景況調査や小規模企業景気動向への調査協力をしている。また、

その取りまとめ報告書は、会報による会員事業者への周知に留まっており、地域内の事業者への指導に活

用できているとはいえない。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

【令和 5年 11月現在】 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達支援

事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 等） 

         

 法定経営指導員 1名

 経営指導員 2名

 経営支援員 6名

甲州市

観光商工課
事務局長

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員

による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

氏 名： 河﨑 稔 

連絡先： 甲州市商工会 TEL.0553-33-2236 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

経営発達支援計画の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評価・見直

しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

〒404-0042 

山梨県甲州市塩山上於曽 1154 

甲州市商工会 

TEL： 0553-33-2236 ／ FAX： 0553-33-2795 

E-mail： koshu@shokokai-yamanashi.or.jp 

 

②関係市町村 

〒404-8501 

山梨県甲州市塩山上於曽 1085-1 

甲州市 観光商工課 

TEL： 0553-32-2111 ／ FAX： 0553-32-1818 

E-mail： kanko@city.koshu.lg.jp 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

必要な資金の額 3,850 4,450 4,600 4,600 4,600 

 地域の経済動向調査に関すること 150 150 150 150 150 

 需要動向の調査に関すること 500 600 600 600 600 

 経営状況の分析に関すること 100 200 250 250 250 

 事業計画策定支援に関すること 1,000 1,100 1,200 1,200 1,200 

 
事業計画策定後の実施支援に関する

こと 
300 300 300 300 300 

 
新たな需要の開拓に寄与する事業に

関すること 
1,500 1,700 1,700 1,700 1,700 

 
事業の評価及び見直しをするための

仕組みに関すること 
100 100 100 100 100 

 
経営指導員等の資質向上等に関する

こと 
200 300 300 300 300 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

国補助金、県補助金、市補助金、会費、手数料・特別賦課金（受益者負担金）  

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して実施する事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


